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豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
に
関
す
る
質
問
主
意
書

豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

一

関
連
す
る
用
語
に
つ
い
て
、
次
の
通
り
質
問
す
る
。

（
一
）

Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
農
業
協
定
第
四
条
二
に
お
け
る
通
常
の
関
税
、
同
項
の
（
注
）
に
お
け
る
可
変
輸
入

課
徴
金
、
最
低
輸
入
価
格
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
か
説
明
あ
り
た
い
。

（
二
）

最
低
輸
入
価
格
と
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
紛
争
解
決
手
続
き
に
付
さ
れ
た
「
チ
リ－

農
産
物
に
関
す
る
価
格
帯
シ
ス
テ
ム

（C
H

ILE
－

PR
IC

E
B

A
N

D
SY

ST
E

M
A

N
D

SA
FE

G
U

A
R

D
M

E
A

SU
R

E
S

R
E

LA
T

IN
G

T
O

C
E

R
T

A
IN

A
G

R
IC

U
LT

U
R

A
L

PR
O

D
U

C
T

S
）
」
に
お
い
て
、
パ
ネ
ル
及
び
上
級
委
員
会
報
告
が
示
し
た
「
本
質
的
に
、
通

常
、
あ
る
閾
値
と
輸
入
産
品
の
取
引
価
値
と
の
差
に
基
づ
い
て
査
定
さ
れ
る
輸
入
関
税
を
賦
課
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
該
輸
入
産
品
が
当
該
閾
値
を
下
回
っ
て
国
内
市
場
に
入
る
事
の
な
い
よ
う
に
す
る
措
置
（In

essence,
a

m
inim

um
im

port
price

is
a

m
easure

w
hich

ensures
that

certain
im

ported
products

w
ill

not
enter

a

dom
estic

m
arket

at
a

price
low

er
than

a
certain

threshold,
norm

ally
by

im
posing

an
im

port
duty

assessed
on

the
basis

of
the

difference
betw

een
such

threshold
and

the
transaction

value
of

the

一



im
ported

goods.

）
」
と
い
う
事
で
差
し
支
え
な
い
か
。

（
三
）

財
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
れ
ば
、
関
税
率
の
形
態
と
し
て
、
従
価
税
、
従
量
税
、
混
合
税
の
他
に
、
特
殊
な
形

態
の
関
税
と
し
て
差
額
関
税
、
ス
ラ
イ
ド
関
税
、
季
節
関
税
、
関
税
割
当
制
度
、
更
に
は
特
殊
関
税
等
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
関
税
は
す
べ
て
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
第
四
条
二
に
お
け
る
「
通
常
の
関
税
」
か
。

（
四
）

従
価
税
、
従
量
税
に
関
し
次
の
定
義
で
差
し
支
え
な
い
か
。

従
価
税
と
は
、
輸
入
価
格
に
対
し
、
一
定
の
割
合
で
課
す
租
税
（
輸
入
価
格
×
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）
で
あ
り
、
従
量

税
と
は
、
輸
入
貨
物
の
重
量
等
に
対
し
、
一
定
の
金
額
で
課
す
租
税
（
例
え
ば
、
重
量
を
課
税
標
準
と
す
る
場
合
、

重
量
×
〇
円
／
㎏
で
あ
る
。
）
で
あ
る
。
な
お
、
従
価
税
の
場
合
に
は
、
輸
入
価
格
に
対
す
る
関
税
額
の
割
合
を
従

価
税
の
「
税
率
」
と
い
い
、
重
量
を
課
税
標
準
と
す
る
従
量
税
の
場
合
に
は
、
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
の
関
税
額
を

従
量
税
の
「
税
率
」
と
い
う
。

二

現
行
の
豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
答
弁
が
あ
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
参
議
院
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

〇
国
務
大
臣
（
山
本
有
二
君
）

（
略
）
鮮
度
の
高
さ
や
消
費
者
の
嗜
好
か
ら
国
産
豚
肉
が
競
争
力
を
持
つ
高
価
格
部
位

二



に
適
用
さ
れ
て
い
る
従
価
税
、
こ
れ
は
な
る
ほ
ど
四
・
三
％
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
を
十
年
後
に
撤
廃
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
四
・
三
％
で
ご
ざ
い
ま
す
か
ら
、
比
較
的
他
の
関
税
よ
り
も
低
い
と
い
う
こ
と
が
言
え

よ
う
か
と
思
い
ま
す
。
国
産
豚
肉
に
価
格
競
争
力
が
な
い
低
価
格
部
位
に
適
用
さ
れ
る
従
量
税
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は

関
税
削
減
に
と
ど
め
た
上
で
十
年
と
い
う
長
期
の
関
税
削
減
期
間
を
交
渉
で
獲
得
し
て
お
り
ま
し
て
、
な
お
、
従
量
税
は

維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
間
、
体
質
強
化
対
策
を
活
用
す
る
な
ど
し
ま
し
て
、
更
に
国
産
豚
肉
の

競
争
力
の
向
上
を
努
力
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。
（
略
）

（
一
）

Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
の
譲
許
表
に
お
い
て
は
、
豚
肉
の
関
税
は
従
価
税
と
従
量
税
と
の
組
み
合
わ
せ
で
譲
許
し
て
い

る
が
、
現
在
の
関
税
暫
定
措
置
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
は
、
ど
の
よ
う
に
従
価
税
と

従
量
税
を
組
み
合
わ
せ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
。

（
二
）

枝
肉
ベ
ー
ス
で
、
輸
入
価
格
が
ゼ
ロ
か
ら
四
十
八
・
九
円
／
キ
ロ
ま
で
の
価
格
帯
は
従
量
税
で
あ
り
、
三
百
九
十

三
円
／
キ
ロ
以
上
の
価
格
帯
は
従
価
税
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
四
十
八
・
九
円
／
キ
ロ
か
ら
三
百
九
十
三

円
／
キ
ロ
ま
で
の
価
格
帯
も
従
量
税
な
の
か
。

（
三
）

従
量
税
を
自
主
的
に
引
き
下
げ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
そ
の
課
税
の
実
質
が
従
量
税
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が

三



な
い
と
政
府
は
考
え
て
い
る
か
。

（
四
）

財
務
省
の
「
関
税
政
策
参
考
資
料
一－

二
」
（
平
成
二
十
年
六
月
十
六
日
）
で
は
、
従
量
税
と
差
額
関
税
を
区
別

し
て
い
る
が
、
財
務
省
関
税
局
な
ら
び
に
関
税
・
外
国
為
替
等
審
議
会
関
税
分
科
会
企
画
部
会
は
、
差
額
関
税
を
従

量
税
と
は
異
な
る
国
境
措
置
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
か
。

（
五
）

現
行
の
豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
に
お
い
て
、
従
量
税
の
価
格
帯
（
枝
肉
ベ
ー
ス
で
四
十
八
・
九
円
／
キ
ロ
以
下
、

部
分
肉
ベ
ー
ス
で
六
十
四
・
五
三
円
／
キ
ロ
以
下
の
輸
入
価
格
帯
）
で
輸
入
さ
れ
た
実
績
は
あ
る
の
か
。

三

差
額
関
税
制
度
の
「
維
持
」
に
関
し
、
ガ
ッ
ト
・
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
時
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協

定
（
Ｔ
Ｐ
Ｐ
）
時
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
表
現
が
異
な
っ
て
い
る
。

平
成
七
年
三
月
二
十
八
日
衆
議
院
農
林
水
産
委
員
会

〇
福
島
説
明
員

（
略
）
ま
た
、
豚
肉
に
つ
き
ま
し
て
は
、
現
行
の
差
額
関
税
制
度
の
機
能
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
基

準
輸
入
価
格
等
の
引
き
下
げ
に
対
応
し
ま
し
て
今
回
の
農
業
協
定
の
特
別
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
措
置
、
ま
た
輸
入
急
増
時
に
基

準
輸
入
価
格
を
引
き
上
げ
る
緊
急
調
整
措
置
を
確
保
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
ら
の
措
置
を
適
切
に
運

用
し
て
ま
い
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
り
ま
す
。

四



平
成
二
十
八
年
十
月
十
四
日
衆
議
院
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
等
に
関
す
る
特
別
委
員
会

〇
山
本
（
有
）
国
務
大
臣

（
略
）
特
に
、
重
要
五
品
目
を
中
心
に
、
米
の
国
家
貿
易
制
度
、
あ
る
い
は
豚
肉
の
差
額
関

税
制
度
な
ど
の
基
本
的
な
制
度
を
維
持
す
る
と
と
も
に
、
関
税
割
り
当
て
や
セ
ー
フ
ガ
ー
ド
の
創
設
、
長
期
の
関
税
削
減

期
間
を
確
保
し
た
と
こ
ろ
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
一
）

ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
合
意
で
維
持
さ
れ
た
差
額
関
税
制
度
の
「
機
能
」
と
は
何
か
。

（
二
）

Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
お
い
て
維
持
さ
れ
た
差
額
関
税
制
度
の
「
基
本
的
な
制
度
」
と
は
何
か
。

四

過
去
に
次
の
よ
う
な
答
弁
が
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
二
月
三
日
衆
議
院
内
閣
委
員
会
農
林
水
産
委
員
会
連
合
審
査
会

〇
山
田
大
臣
政
務
官

御
質
問
は
、
実
質
的
に
は
第
四
条
二
の
注
に
列
挙
さ
れ
た
禁
止
措
置
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い
か

と
い
う
問
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
第
四
条
二
は
、
従
来
さ
ま
ざ
ま
な
非
関
税
措
置
に
よ
っ
て
農
業
貿
易

が
阻
害
さ
れ
て
き
た
状
況
を
踏
ま
え
て
、
国
内
農
業
の
保
護
の
た
め
に
は
専
ら
関
税
に
よ
る
保
護
の
み
が
認
め
ら
れ
る
と

し
て
、
貿
易
障
壁
を
よ
り
透
明
な
も
の
と
し
、
農
産
品
に
つ
い
て
の
市
場
ア
ク
セ
ス
を
改
善
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
規

定
で
ご
ざ
い
ま
す
。

五



そ
の
上
で
、
第
四
条
二
の
注
は
、
第
四
条
二
の
規
定
を
踏
ま
え
、
関
税
化
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
非
関
税
措
置
に
か
わ
っ

て
、
同
様
の
輸
入
制
限
効
果
を
有
す
る
措
置
を
と
る
こ
と
も
禁
止
す
る
と
い
う
趣
旨
で
ご
ざ
い
ま
す
。

豚
肉
差
額
関
税
制
度
は
、
我
が
国
に
輸
入
さ
れ
る
豚
肉
に
対
し
、
関
税
暫
定
措
置
法
の
関
係
規
定
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ

め
定
め
ら
れ
た
暫
定
税
率
で
課
さ
れ
る
関
税
の
組
み
合
わ
せ
の
制
度
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
し
た
が
っ
て
、
こ
の
注
を
含

む
農
業
協
定
第
四
条
二
の
規
定
に
よ
り
禁
止
さ
れ
る
、
非
関
税
措
置
に
相
当
す
る
よ
う
な
不
透
明
で
輸
入
制
限
的
な
措
置

に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。

（
一
）

「
関
税
暫
定
措
置
法
の
関
係
規
定
に
よ
っ
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
暫
定
税
率
で
課
さ
れ
る
関
税
の
組
み
合
わ

せ
の
制
度
」
で
あ
れ
ば
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
第
四
条
二
に
お
け
る
「
通
常
の
関
税
に
転
換
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た

措
置
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
い
か
な
る
措
置
」
に
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
事
か
。

（
二
）

「
不
透
明
で
輸
入
制
限
的
な
措
置
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
措
置
を
指
す
の
か
。

五

纏
め
と
し
て
次
の
通
り
質
問
す
る
。

（
一
）

豚
肉
の
差
額
関
税
制
度
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
・
ラ
ウ
ン
ド
交
渉
を
経
て
、
従
量
税
と
従
価
税
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

る
関
税
と
さ
れ
、
平
成
七
年
四
月
か
ら
施
行
さ
れ
て
い
る
現
行
の
差
額
関
税
と
な
っ
た
と
理
解
し
て
良
い
か
。

六



（
二
）

Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
発
効
以
前
の
旧
差
額
関
税
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
第
四
条
二
の
規
定
す
な
わ
ち
関
税
化
・
包
括

的
関
税
化
（
農
産
品
に
関
す
る
通
常
の
関
税
以
外
の
国
境
措
置
を
原
則
と
し
て
全
て
関
税
に
置
き
換
え
る
）
に
よ
っ

て
関
税
に
置
き
換
え
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
我
が
国
は
、
コ
メ
以
外
の
輸
入
制
限
品
目
等
（
小
麦
、
大
麦
、
乳
製
品
の

一
部
、
で
ん
粉
、
雑
豆
、
落
花
生
、
こ
ん
に
ゃ
く
い
も
、
ま
ゆ
、
生
糸
、
豚
肉
）
に
つ
い
て
、
従
来
取
ら
れ
て
い
た

輸
入
制
限
措
置
等
を
関
税
化
し
た
と
い
う
こ
と
の
解
釈
で
よ
い
か
。
こ
の
中
の
豚
肉
に
つ
い
て
の
輸
入
制
限
措
置
は

何
だ
っ
た
の
か
。
差
額
関
税
制
度
を
輸
入
制
限
措
置
と
解
釈
し
た
の
で
は
な
い
か
。

（
三
）

Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
第
四
条
二
を
確
実
に
順
守
し
て
制
定
さ
れ
た
国
内
法
は
、
関
税
定
率
法
を
修
正
し
、
「
差
額
関

税
制
度
」
を
具
体
的
に
規
定
し
た
関
税
暫
定
措
置
法
と
い
う
こ
と
で
差
し
支
え
な
い
か
。

（
四
）

と
す
る
と
、
関
税
暫
定
措
置
法
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
農
業
協
定
を
順
守
し
た
通
常
の
関
税
で
あ
る
従
量
税
と
従
価
税
の
組

み
合
わ
せ
で
あ
る
と
い
う
事
だ
が
、
従
量
税
と
従
価
税
の
間
に
あ
る
差
額
関
税
部
分
は
、
従
量
税
の
定
義
で
も
従
価

税
の
定
義
と
も
異
な
る
が
、
こ
れ
は
何
な
の
か
。
ま
さ
し
く
最
低
輸
入
価
格
の
定
義
と
同
じ
で
は
な
い
の
か
。

（
五
）

養
豚
生
産
者
向
け
の
雑
誌
で
あ
る
ピ
ッ
グ
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
千
十
四
年
三
月
号
に
、
千
九
百
九
十
四
年
か
ら
二
千
十

三
年
一
月
ま
で
の
間
で
米
国
産
豚
肉
の
輸
入
に
ま
つ
わ
る
脱
税
総
額
が
七
千
八
百
七
十
六
億
円
に
の
ぼ
る
と
指
摘
さ

七



れ
て
い
る
が
、
政
府
は
こ
の
事
を
ど
の
様
に
認
識
し
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

八


